
質問書に対する回答５

件名

番号 質問箇所 質問事項 回答（発注者使用欄）

1 特記仕様２５～２６ページ　

２６－１０－１ 交通規制工 （１）種別に記載の連続車線規制 Ａ・
Ｂ・Ｃの連続規制日（〇○日）とは、規制設置日及び規制撤去日を含
まない規制日数と考えてよろしいですか。ご教示ください。

その通りお考えください。

2 特記仕様１９ページ　
２６－６－２ アスファルト混合物（３）種別に記載のアスファルト
混合物の内、基層工Ａ・表層工Ａはホットジョイントによる施工と考
えてよろしいですか。ご教示ください。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

3 特記仕様２５～２７ページ　
交通規制工に配置される交通保安要員の労務費は、実働時間が４．５
時間未満の場合は０．５人日分、４．５時間以上の場合は１．０人日
分の単価を計上すると考えてよろしいですか。ご教示ください。

貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。

4 特記仕様書１８および２５ページ　
２６－５－１ 監視員通路工 及び２６－９－２ コンクリートシール
工のコンクリートシールは、基面整正を含んでいると考えてよろしい
ですか。ご教示ください。

２６－５－１ 監視員通路工 及び２６－９－２ コンクリートシール
工のコンクリートシールに基面整正は含んでおりません。

5
特記仕様書２６ページ及び設計図
書５０/５３・５１/５３・５２/５
３

　設計図５０～５２/５３の連続車線規制Ａ・Ｂ・Ｃ（昼夜）の数量
表内の交通監視員の備考欄に記載の『（）内は工事不稼働時』には、
連続規制期間中の平日の施工可能時間（各日9：00～翌2：00）以外の
時間も該当すると考えてよろしいですか。ご教示ください。

その通りお考えください。
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